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はじめに

前向に続き、町和 44年1月29日法制審議会商法部会小委員会第十四同会議が悶

かれたのこの日の会議では、これまでの審議の状況に鑑み、この日の会議で小委員

会の審議を-応中断して商法部会の方にもっていくとの方針の下、先の民事局参事

官室試案(修正後)を慕礎に、とくに中間配当を中心に、審議が行われた(法務大

臣'n房司法法制調査部・法制審議会商法部会小委員会第十凶同会議議事速記録 1員

以ド)。これには鈴木小委員長のほか、大森、合子、崇沢、田中、原、矢沢の各委員
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法律論議88巻4・5令併号

および青山、鴻、草島、田辺、味村の各幹事、井口幹事代理青山判事補が出席した。

第一 本日の審議の方針と問題の提起

一本日の審議の方針

まず、鈴木小委員長から、この日の小委員会の審議方針が示された。すなわち、

鈴木小委員長は、いろいろな問題がペンデイングになっているけれども、今日のと

ころで一応小委員会を中断して部会のほうへ持っていきたいという前回の審議の

話しを受けて、本日はこの辺のところで法務省参事官の作った試案(修正後)

理し、かっこのほかにもいろいろ問題点があるということを同時に報告をするとい

うことで、デイスカッションをして賞うこととしたい、ついては本日は前に出した

試案を恭礎にして話し合いをしていただきたいと本円の審議の方針を示すととも

に、具体的に第十三(中間配当)を取り上げ、問題点の整理を味村幹事に求めた。

「定刻にお集まりいただきました方には申しわけないのですが、まだ二、

見えでございません。が、ぽつぽつ始めさせていただきます。

この前のお話によりますと、きょうのところで一応小委員会を中断いたしまし

て、部会のほうへ持っていきたい。いろいろな問題がまだペンデイングになってお

るにもかかわらず部会へ持ってまいりますことは、多少どうかとも思うのでござい

ますが、他方から申しますと、部会もずい分長いこと聞いておりませんので、今度

の最初の試案に対して、方々から御芯;見をいただきました直後にでもあるいは開く

べきものかとも思ったのでございますが、それをもしておらないようなことでござ

いまして、 ー応部会のほうへ持っていって議論していただく。しかし場合によりま

すと、部会ではもう -皮その点について小委員会でやってくれといったようなこと

になるのかもしれませんし、とにかくあまり部会がおくれますことも、他の委員の

方々に申しわけないような感じもいたしますので、この辺のところで法務省の参事

nのっくりまし それも修正後のものでございますが、それを整理する。し

かし、このほかにもいろいろ問題点があるということを同時に報符をいたしまし
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て、そしていろいろなディスカッションをしていただくというようなことにさせて

いただきたいと思います。

そこでこの前少なくとも問題点としていろいろなものが残っておりましたのは、

中間配当と財産日銀の処理でございますが、中間配当につきまして、本目、何らか

ようなものに修:IF.を加えるような汁れこまでなってもらいますれば、

非常にけっこうでございますし、そうでなければ、あるいは部会には一応前の試案

のようなものを報告しておいて、場合によったら、部会の途中にでもまた小委員会

を闘いて、中間配当についての試案を修正していただくということも起こるかもし

れませんけれども、とにかくそういうようなお合みでひとつ中間配当についての御

審議をいただきたいと思います。これにつきましては法務省のほうもいろいろと

考えておられるのでありますが、さてこういうふうにしたらいいだろうというふう

な点についての自信ある案がなかなかできないというふうなこともございまして、

本日は前にお山しいたしました試案を基礎にいたしましてひとつお話し合いをい

ただきたい、こういうつもりでございます。

それでは前に差し r.~jました第十二でございます。これは一応この前も議論し

たわけでございますが、いろいろまだ問題点が数多く残っているわけでございま

す。問題点を一応整理してもらいますか、それとも・・・。J(同速記録 1~2

しかし、味村幹事は、まだ纏めていないので問題点の整珂はできないと院~ったの

「中しわけありませんが、前回はざ町っと御説明を中し上げたわけでございますけ

れども、実は問題点の整期ということは、これに関してはまだまとめておりません

ので・. . 0 J (同速記録3頁)

二問題提起

そこで、鈴木小委員長は、先の審議の方針に基づき、具体的に第十二(巾問配列)

の第三項の腎保利益額及び第五項の取締役の差額弁済寅任等の問題を提起した。

「この前お話がl引ましたことで記憶しておりますのは、要するに三項のいわば腎

保利裕というふうなもので押さえるといったようなことはどうかというふうなこ
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とが一つの問題点になったような気がいたします。

ぞれから五項の取締役の責fでが、これでは非常に重くなり過ぎゃしないかという

ふうなことも問題点としてトーがったような感じがいたしますが、なおほかにもいろ

いろ問題点があろうかと思います。J(同速記録3頁)

これを聞いて、田中委員は、逐条的に一項、二項というふうにやるのかと審議の

進め方を鈴木小委員長に確認した(同速記録3頁)ところ、必ずしもそうでなくて

もいいとの回答を得て(同速記録3頁)、中間配当試案の第一項(確実な見込を立

てるについての手続というものを何も決めないでよいのか)、第三項(特別の目的

を持っている積立金、あるいは社債償却準備金とか退職積立金というような類のも

のをこの引当金の額の中に入れていいか)、第五項(厳格過ぎてかえッて取締役が

タコ配というか、自分の責任を免れるための配当額をでっちあげるという弊害が生

まれるのではないか)などにつき疑問・懸念を提示した。

「それでは私、意見というよりも、疑問点のようなものですが、きょういただき

ました東京証券取引所証券政策特別委員会の意見というのが、だいぶ参考になる点

を持っているように思うのですが、第一項の確実な見込というのを算定するのに、

証券取引所のほうの案では、仮決算の手続をちゃんとするということをいっている

んですが、その確実な見込を立てるについての手続というものを何もきめないで、、

これだけのあれでよろしいかどうか、そこが一つの問題だと思うんです。

それから一三頃のいわゆる特定目的のために積み立てた任意準備金、退職積立金と

いうようなたぐいのものをやはりこの引当の額の中へ入れていいかどうか、これは

証券取引所のあれでは、それを除外するということになっているので、私も前から

そうする必要があるんじゃないかということを考えておったんですが、配当準備目

的を有する積立金と別途積立金とか、あるいは一般積立金のたぐいの目的をきめな

いものは、もちろん額の勘定に入れてよろしいと思うんですが、特別の目的を持っ

ている積立金、あるいは社債償却l準備金とか退職積立金をというようなたぐいのも

のをこの計算の中に入れていいかどうかということが三項については問題になる

と思うのですがね。

それから五項は、この前だいぶ実業界のほうから出ていらっしゃる委員の方から
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御発言をもらったんですが、二分のーというこの績にこだわって、これ以下の配当

をすると、連帯安打ーを負って払わなくちゃいかぬというんですと、夜、は何か取締役

会が無理をしてこれだけの配当績を捻出して、何とか自分の連帯責1:i:を免れるとい

うような弊害もあるので、むしろ証券取引所の考えとー私、この前から考えておる

のですが、資本の欠煩になった場合に、債権者に対する責任、資本維持の原則

くための責任は、これは取締役に厳重に課せなければいけないが、決算期末の株主

を特別に保護するために法定する必要がはたしであるかどろか。中間配当というこ

とは、定款にもあるし、そのとき報告してやるのだから、決鉾期末の株主が損をし

て、中間配当当時の株主が得をするということまで考慮して、『一.分のーが第一頃

より分配した金額に満たないときは、Jというところまで厳格にする必要があるか

どうか。資本の欠損を生ずるときだけに取締役に述帯責任を負わしめて。債権~・

に対する責任を呆たさせ、株式会社の堅実を保たせるというだけで最低限としては

よろしいのではないかというような気がしないわけではないので、この証券取引所

のは、結局いろいろ書いてありますけれども、そういう趣旨と結果的には同じにな

るようにも思うんでして、その点私は、『責作原閃が異常な災害であることを吹証

しない限りJということは、これでよろしいかと思うのですが、いまの限度につき

まして、五項のは少し厳格過ぎてかえって取締役がタコ配というか、自分の責任を

免れるための配当額をでっちあげるという弊害も起こるという懸念を持つので、す。

私の考えている三つの疑問点と申しますか、意見にもわたるかもしれませんが、

それらの点について皆さまどうお考えになるのか、伺いたいと思います。J(同速記

録3-5頁)

これに関連して、原委員も、第三項(目標がもとめられた準備金は、引当金の額に

入れることは避けた方が良いが、配、1m、l'r準備金、任意積立金、繰越金ははっきり

入れて良いのではないか)及ぴ第五項(取締役の差額弁済責イ壬をあまりに厳重にす

ると、みんなおそれでしなくなるのであり、巾問配列はするなというのと同じよう

な規定ではないか)につき、懸念・窓見を述べた。

「連関しておりますから、私からも志見を申しあげます。準備金の内容の問題に

ついては、準備金の中にも目標がきめられておる。条件付の目標があるというもの
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については、私は避けたほうがいしミ。株主に対して当然会社、経営者が考えなけれ

ばならない問題だと思います。しかしながら配当引当準備金とか、任意積吹金と

か、繰越金とかは、はっきり入れていいのではないかというふうに考えておりま

す。この点ではただいまの田中さんの御発言はけっこうだと思うのです。

ただ問題は第五項の分ですコこれはいま田中さんはいろいろ粉飾して配当をよ

くして、そうしてもって株主に喜んでもらおうという、つとめてそういう行為を会

社、経営者にやらしめることを導くのではないかというおそれ。私は逆で、むしろ

中間配当はこわいよ、中間配当をするなというのと同じような規定のような感じが

するのです。J(同速記録5-6頁)

これを聞いて、田中委員は、取締役の差額弁済責任は、これをあまりに厳重にす

ると中間配当を禁止するのと同じになるので、これは資本の欠損の場合くらいに限

定するのが良いのではとの意見を述べた。

「ちょっと私の発言が原委員の真意と違っているので、結局中間配当について

は、原委員のおしゃったとおりここを厳重にしますと、中間配当があっても、みん

なおそれでしなくなる。その点は、中間配当は必要があってする以ヒl士、それがで

きるようにする。彩、が配当を高くすると粉飾決算のおそれがあるといったのは、最

後の年度になって一切勘定してみると、決算のときには中間配当の二倍の配当可能

の利援が出なければならないわけですが、それをしませんと取締役が述帯責任を

負って足りない額を弁償しろ、すで、に払った中間配当の額を弁償しろというために

わざわざ決算期における配当をで、っち上げるそれがあるということを申している。

それですから御意見はきっと同じだろうと思います。中間配当をあまり厳重にす

ると、中間配当を押えて、こわくてできない。だれも自分の私財からばく大な配当

の会を出すということは、お金持ちの方も多いかもしれないけれども、取締役とし

ても非常に閃ることだと思うのでそれを心配させるということは、巾問配~を禁止

させるのと同じことにならぬでもないので、やはりこれは資本の欠損ぐらいのとこ

ろがいいんではないかという気がいたしますんですがね。J(同速記録6-7頁)

しかし、原委員は、田中説のようにやったら、粉飾決算を誘発するのではとの懸
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念を示した。

「お説のいまのは、あとで、やってみたら、もうからなかったら、粉飾決算をやっ

て・・・。J(同速記録7頁)

「そういうことを誘導してはいけませんね。もっとも公認会計士がぴしっとやる

ことは・・・。J(同速記録7頁)

「その前提を私はおこる。やちゃったあとでなくて・・・。J(同速記録7頁

田中委員も、そのような責任回避行動は良くないことであるが、人情として起こ

る可能性があり、問題があることを認める。

「白分の連情責任だけは免れたい。これはよくないことだけれども、人情ですか

らね。J(同速記録7頁)

「まあそれもあるでしょうが、やはり問題がある oJ (同速記録7

ここまでの議論を聞いて、鈴木小{委員長は、中間配当というのは中間利議あるい

は仮利益というものを配当するものであるとのな場からすると、当然仮決算が必要

だと考えることになるが、他方中間配当は一つの支払い、すなわち金銭分配だとい

う立場からすると、仮決算にこだわる必要は無いということになる、これが中間配

当についての恨本の問題であると指摘した上、それをどのように考えていくのか、

仮決算をして中間の利訴をやるんだということになると、なぜ株主総会でやらない

のかなどの問題が山てくると問題点を上げ、これにつき意見を求めた。

「根本問題としては、巾問配、l'iというものを、この案で与ーえておりますような配

判じゃなく、一つの支払いだといろふろに、金銭分配だといろふうなものとしてみ

えるのか、それともいわば巾間利益といいますか、{反利益というふうなものをそこ

へ配労するものだとして考えるのかということが根本の問題のような感じがする

わけです。

それで先ほど出巾委員がおっしゃいました証券取引所の考え方というのは、やは

り企業が新常業年度に入って、よくなったり、悪くなったりするというその結果と
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いうものは、とにかく利益のほうに反映してくれなければ困るのだ。かりに期末で

前の期の任意準備金というふうなものから配当合差っヲ|いたというものがあった

ところで、そのあとの業績が下がったら、やはりそれで、マキシマムが押さえられる

のはもちろん困る。

それから逆に申しますと、また物価の影響というふうなものを考えると、このと

きにうんと出したけれども、あと期末にまた下がるといったようなことも困るのだ

ということが必要になっている考え方じゃないかと私は思うんですけれどもね。

そういうふうなものとして考える。つまり先ほど田中委員のおっしゃった仮決

算とかなんとかいうものも、要するに中間利訴を配当するという立場からくれば、

当然仮決算をやらなければならないということになっていきますし、前の期に配当

しようと思えば、準備金をくずせばできたのだというふうなものだからという考え

方をすると、あまり仮決算なんということにこだわらなくてもいいといったような

ことになってくるかもしれません。それがこの試案にあらわれているのではない

かと思うのですが、私はそれをどういうものとして考えていくのか。また、仮決算

して中間利益をやるんだということになりますと、それでは株主総会をなぜやらな

いのだということの説明をしていかなければならないという問題が出てくるのだ

ろうと思うのです。そこのところ辺を少し詰めてお考えいただきたいよろな感じ

がしておるのです。J(同速記録 7~8 頁)

第二審議

一 中間配当と仮決算

この鈴木小委員長の問題提起を受けて、はじめに同中委員は、「営業年度の終わ

りにおいて配当することができる見込額Jの仮決算をつくらないと中間配当はでき

ないということになるのかと質した。

「そうしますとこの仮決算というものをしないと、確実な見込があるという判定

が非常に困難で、、非常に大ざっぱなものでも何か数字を枚べて、とにかく見込の決
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算表をつくらないとできないということじゃないでしょうか。J(同速記録8-9頁)

関連して鈴木小!委員長は、取引所の案の考えhは、余怖を持った瀬でもって締め

ていこうという考えん-を持っているのではないかと推測した。

「だからあれじゃないですか。取引所の案の考え方は、中間利持が出たら、中間

利掃を全部配当しでもいいというんじゃなく、その中のー.分のこでも、何でもい

い、少しの余裕を持った額でもって締めていこうというふうな考え方を持っている

のではないかという気がするのですがね。J(同速記録9頁)

他方試案立案者である味村幹事は、この試案では、仮決算みたいなものをしない

と将来の損益の見込は山ないが、それはあくまでも部内限りのもの、会社|浪りのも

のと与ーえられていると試案のかー場を説明する一方、仮決算を作るということになる

と証券取引所のような考え々になるが、そうなると監査はどうなるのかということ

が問題にならざるを得ないと証券取引所の案に批判的な意見を述べた。

「この案でございますと、見込を算定しますためには、取締役会でそのときの決

算といいますか、仮決算みたいなものをしないと将来の損訴の見込は出ないと思う

のです。ただこの案では、それが部内限りのもの、会社限りのものでございまし

て、そういうものを取締役会なり散在役が同意される場合に、参考にはされますけ

れども、部内限りのもので、表面には山さず、あとでそういう見込が適当であった

かどうかということが争いになったときに、取締役のほうでこのとおり見込みが

あったのだということを証明する資料として部内に置いておく、そういう考えでで

きているわけでございます。

おっしゃいますように仮決算をつくるということを表面に川しますと、証券取引

所のような与え方になるわけでございますが、そうなりますと?当然に監査をどうす

るのだという問題が、監盗役の監査で済むのか、公認会計士の監盗で済むのか、証

券取引所は、公認会計士の監査はしない。監査役の監盗だけをするという考えでご

ざいますけれども、そこら辺のところがうまく説明つくだろうか。期末のほうは公

認会計士が聡杏をする。期中のほうは幣杏役だけが幣杏をするというようなこと
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で、うまく理屈がつくだろうかという問題もあるわけでございます。J(同速記録9

~10 

しかし、経凶連の原委員は、決算と同じような考え方をとるということには、異

論があるとする。

「証券取引所は、名前は仮決算でも実際に決算と同じようなものをとるのだ。こ

れは財界全体の意見ではなく、証券取引所はそういうことを考えておられるようで

すが、私たちはそこまで決算と同じようなものをやるなら、何も配当をちゃんとす

ればいいので、そこに取締役責任ではありますけれども、決算をイージーに、見通

しが誤らなければ、そのほうが簡単で、株主に対して非常にいい。これは株主本位

ですから便利になる。こう考えるために、必ずしも決算と同じような考え方をとる

ということは、私は異論があるわけです。J(同速記録 10頁)

これに対し、鈴木小委員長は、決算と同じ形をとるという意味であるが、会社内

部としては味村幹事の言うようなものをつくるという形にしない限り、留保利話績

から利益準備金額を控除した形というもので押さえるほかないが、経団連はそれで

いいのかと経団連の意見を金子委員に尋ねた。

11た算と同じ形をとるという意味でございますけれども、会社内部としては、

応いま味村幹事のいったようなものをつくってもらうというふうな形にしない限

りは、どうしてもここにあらわれているような留保されている利諮の額から利諮準

備金の額を控除した額というもので押さえるほかはないだろう。しかし、経団連は

それでよろしんですか。J(同速記録 10頁)

意見を求められて金子委員は、 6ヵ月を経過した会社の業績というものは会社の

首脳部には大体わかっていなければならないというのは常識であり、そういう計算

的にはわかっているはずだというものを参考あるいは恭準にして取締役会の責任

において中間配当を決めるというのが一番ょいと考えるが、ただその場合に何か一

つのよりどころ、具体的な保障みたいなものがなければどうも心配だというなら、
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先程提案された利益準備金の範岡ならばよいとすることも容認する考えを示した。

「それはこういうことでございます。いまの仮決算の問題は、それからそれへと

問題が派牛するのでございますが、実際問題とすれば、中間配当の決定をするとき

には、その六ヵ月なら六ヵ月を経j晶し というものは、やはり会社の首

脳部には大体わかっていなければならないというのは、常識でございます。そうい

うものを考えて、それを一つの基準として、それを仮決算というのか、頭の中の決

算というのか、要するに会社内部としては大体このぐらい利訴が山て、また、この

見通しならば、あとの半期もこれくらいの利拾が上がるだろうというような一つの

心のよりどころというものは、必ずなければならないと思うのでございます。

したがってそれを基準として取締役会の責任において巾間配当をきめる。それ

が非常に故意または重大な過失があったとすれば、それはいけないのかわかりませ

んが、それで私どもは;取締役としての権限とし、また、それが責任にもなるという

ふうに考えてやらしていただければ、一省よいのではないか。

ただその場合に何か一つのよりどころというか、具体的な保障みたいなものがな

ければどうも心配だとおっしゃるなら、先ほど御提案がありましたような条件の、

利益準備金なら利益準備金を背景として、その範岡ならばよいであろうというよう

なことで、それは利害全準備金があるからいいという逆な問題よりも、ほんとうは現

実に中間配当をするときにこれぐらいの配当をしてもよかろうというその取締役

会の決意が一番大事だ。そういうふうに考えております。J(同速記録1O~11

「ですからいまおっしゃるように普通の場合でございますけれども、ごく小さい

会社は別ですが、月々の月次決算というのはやっているわけですね。だから六ヵ月

たてば、大体累計でこれくらいの利訴は上がっているということは、それを仮決算

とまでいえるかどうか私はわかりませんが、ともかく大体計算上からいえば、わ

かっていなければ、そろいう判断が成り立たないわけです。それは取締役会にはも

ちろん報告はしていると思うのでございます。ただそれが仮決算という形でまた

それが論議になるといけなければ、会社としてはそういう計算的にはわかっている

はずだといろものを参考にしてきめることが常識であると思うのでございます。J

(同速記録 12~13 頁)
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しかし、鈴木小委員長は、金子委員の言うように会社の内部の人は決議をすると

きにわかっているという以心伝心で済むのか、ある程度紙に奮いたものを示さない

で腹できめ得るのか、期末決算と同じようなものとするかどうか知らないが、とに

かくある決算的なものをやらないでやれということは無理じゃないのかと懸念を

述べた。

「そこで問題でございますが、いまおっしゃったように会社の内部の人は決議を

するときにわかっているとおっしゃいましでも、一体取締役会の中には外部設役も

あるわけでございます。その人たちがわかっているという以心伝心で済むものか。

つまりそこにはある程度紙に書いたものを示さないで、一体腹できめ得るのかとい

うことになると疑問じ守ないか。あるいはまた、監査役が同意をしろということ

を、それがいいのかどうか別問題でございますけれども、監査役も腹にきめたもの

でもって承知しろといったってできるはずはないので、書いたものを出せというこ

とに当然なるのではないか。したがって決算的なるものを期末決算と同じような

ものとするかどうか知らないが、とにかくある決算的なものをやらないでやれとい

うことは無理じゃないのかという気がいたします。J(同速記録 12頁)

ついで、原委員は、大会社では毎月の決算で大体の数字は出ているだから非常な

見込違いは起こらないと金子委員の意見を補足した。

「いまお話がありました六ヵ月で配当する場合に、社外株主なんか知っているか

ということですが、近ごろ大きな会社はみな知っているのです。ただ棚卸しを厳格

にやっていない。これもみなさん在庫がふえますと、私たちも十四、五て場があり

ますが、ばりばり締めていますから、大体わかっている。だから非常な見込違いは

起こらないんですけれども、毎月の決算で大体わかっている。だから非常な見込追

いは起らないんですけれども、毎月の決算で大体の数字は出ているのです。J(同速

記録 13頁)

これに対し鈴木小委員長は、決算のときと同じようにやれとか、公認会計士の監

査と同じようなものをやれとはいわないが、イ可かあるのであり、それを法律に書く
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か、書かないかだけの問題だと指摘した。

「私の申し hげていることは、何も決算のときと同じようにやれとか、監査役の

監査をするというのを、公認会計士の監査と同じようなものをやれとはいっていな

いんですけれども、何かあるんだろうと思います。それを法律に書くか、害:かない

かだけの問題だろうと思うんですけれどもね。J(同速記録 13頁)

ニ経団連意見

ここで原委員は、都合により途中退席する経団連の金子委員に刻し、退席前にー

から十ーまでにつき、:意見を述べるよう要望した。

「ちょっとお話巾ですけれども、きょう金子委員は会社関係で御不幸があって山

かけられるのですが、この間お百円ーをいただいた十二以外の巾もだいぶかげんしてい

ただきましたが、あの問題の中で何か申しトげておくことはないんですか。ーから

十ーまでの聞で大きな問題がありましたら、発言していただいたらどうかと思いま

す。J(同速記録 13頁)

これを受けて、金子委員は、中間配当試案の二三(中間配当積)とJi(取締役の差

額弁済責任)の修正を要望するとともに、大会社の特例会社の範凶を限定するとい

う経団連の意見の尊重を求めた。

「いまの中間配当については、先ほどらい、各委員から御指摘がございましたよ

うに、一三と丘の試案の巾はやっぱり問題でございますので、そのようにお取り計ら

いを胤いたいと思うわけでございます。

大会社の特例につきましては、これも幾度も中し上げてあるのですが、免許業で

ございますか、これを別な特段の法令で除外するのか、あるいは一億円以上の株式

の公開会社に限定するというように、非常に強い希望を経同連側の会員会社はいっ

ているのでございますが、この点はぜひひとつ。これはお手7cにいっております

ね。そういう点でございます。J(同速記録 13~14 頁)
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さらに鈴木小委員長は、大会社の特例に関し、非公開大会社につき経団連の意見

を質した 3

「閉鎖会社はいかがですか。資本金一億円以 kではあるけれども、ごく少人数の

株主ーからなる公開きれない会社。」 14 

これを受けて金子委員は、特例法上の大会社からの非公開大会社の排除(つまり

公開非免許事業会社の包合)、公認会計士の総会出席条件の限定(聡査役と意見が

異なった場合及び株主総会で公認会計士の総会出席要求決議が可決されたときに

限る。)、取杏役の取締役の解任請求請求権の削除、取締役と敢杢役の任期の一致、

監査役の次期段査役候補者指定権の削除、監査費用額の株主総会決議事項化の削

除、配当の妥当性についての監査役意見の削除、株主名簿の閉鎖期間の伸長 (3ヵ

月内)等の経団連の意向の尊重を要望した。

「それ(資本金 1億円以 hの非公開閉鎖会社)はぜひ除いていただきたいという

わけでございます。

逆に申しますれば、公開会社で非免許事業、それを何かで触れていただかないと

困るのではないか。これは強い希望でございます。

それから公認会計士が総会に出席いたしますのは、やはり監査役との意見が異

なった場合とか、また、株主総会で公認会計士の総会出席要求決議が可決されたと

きに限るという、出席するときの条件としてはそのようにお願いいたしたい。

それから例の監査役につきまして、取締役の解任請求を裁判所に請求できる項目

というのがございましたが、これはいろいろレアケースだと思うのでございます

が、皆さんの御意見を伺ってみると、削除しでもよろしい。何となれば、総会の問

題のほうが先で、さらに監査役が取締役をいまのよろな形でやるというのは、解任

要求をするということは、非常に皆さん御賛成にならないので、これも申し上げて

おきたい。

それから監盗役の三年というのも、これはむずかしい問題で、ヨ年がいいのか、

二年がいいのか、むずかしいのですが、取締役と同一にしていただきたいという希

望が強いのでございます。したがって二年とか三年とかいうことよりは、むしろ取
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締役、監査役は任期は同一にしていただきたい。

ぞれから監査役に次期の監査役の候補者指定権を与えておるのでござしミますが、

これは第四の二項でございました。同意を得るということは必要かも存じません

が、指定権を与えるということについては、ひとつ削除していただけないか。ぜひ

お願いしたいコ

それから聡杏費用の問題でございますが、これはここでもだいぶ議論がありまし

たの荘、も事情はわかっておるのでございますが、総会の決議事現にまでしないでよ

ろしいのではないか。むしろ聡育役が必要であるものについては、それを与える。

必要なものを山さないで幣杏を阻害する場合には、当然いろいろな問題が起こりま

しょうが、ただこの額を総会の決議にまで、持っていく必要がないのではないかとい

う点をお考え胤いたいということであります。

それから配、'iの妥、'i性について監査役は意見を述べるというのがございますが、

妥当性については、監査役がこの配当がいいとか、，官、いとか、多過ぎるとかいうこ

とは、そこまではいわないでもいいのではないかということで、これは第八の七の

後段にそういう点がございますが、これを削除していただけないか。

ぞれから株十.名簿の閉鎖期間でございますが、これはいろいろお訴がございます

が、少なくとも三ヵ月内にこれを延ばしていただきたい。これは実務のほうからい

ろいろ御意見が出たのでございます。第九の云でございます。以 hがこの間ちょっ

と私どもがまとめましたメモでございます。ぜひひとつ御審議の中で経団連とし

ての意IUJを探り込んで、いただければ幸いと思います。J(同速記録 14~16

ついで、、この経団連意見を巡り、以下のように順次審議が行われた。

三監査役候補者 指 定 権

(ー) 監査役候補者指定権の削除

まず、味村幹事は、経同連の監当証役の候補者指定権の削除意見は、それを監査役

の過半数の同志にかからせることでは不十分だということかと、金子委員に質した

ところ、金子委員はそういうことであるとした。

味村幹事「この前、聡杏役の候補者指定権は、斡杏役の過半数の同意が必要だと
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いうことにしたのでございますけれども、あの程度では足らないということでござ

いますかoJ (同速記録 16

金子委員「そうでございますね。 ・・・ J(同速記録 16頁)

(ニ) 監査役候補者の指定と複数監査役の同意

ついで鈴木小委員長は、監査役が二人いた場合この監査役の同意は全員一致でな

ければ駄目かと質した。

「聡杏役を二人置いておくと、二人の意見が一致しなければだめだということで

すかね。J(同速記録 16頁)

しかし、金子委員はその質問の真意を図りかね、それが実際問題ではどうなるか

を逆に鈴木小委員長に尋ねた。

「それが実際問題でどういうことになりますかね。J(同速記録 16頁)

これに対し、鈴木小委員長は、監査役の同意は監査役強化の一環であると明かし

た。

「一種の考え方として、 に聡査役を強化するという考え方もあるんですが、

取締役については累積投票ということもあるから、里主杏役についても累積投票的な

ものを認めるといったような考え方がある。それはしかしどうもあまりおもしろ

くないだろうということで引っ込めてもらったわけですが、もう一つ残ったのがこ

れなんですね。J(同速記録 16-17頁)

四 監査役のイ壬期

とともに、鈴木小委員長は、監査役の強化についてもまだ問題があるとし、監盆

役の任期の問題を指摘した。

「それについてもまたいろいろな問題があるような感じがするのです。たとえば
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監査役の任期を三年といたしましたときに、六年やっていたんなんでいうのはおか

しいんじゃないかという考えHもあり得るのかもしれないし、かりに監査役の任期

が一年だというので、それでもって引っ込めるのも少しひどいかもしれないといっ

たようなこともあるような感じもいたしますので・・・。J(同速記録 16-17頁)

この問題提起を受けて、金子委員は、いまのところ 1年で留任を繰り返している

が、平均はどのくらいになっているかと質した、

「平均どのくらいになっておりますか。いまのところ一年ですから、留任々々で

きておりますが・・・。J(同速記録 17頁)

これに対し、味村幹事は、上場会社では一億円から百億円のところで3年以上が

63 %、育億円以 kでは49%が3年以 hであることを明らかにした。

「トー場会全1:で、三年未満の者は三七%、これは一億円から円億円のところ。ですか

らあとの六三%というのは三年以 Hこなっております。それから何億円以 hでは

ございますから、三年で半守というところでございます。」

(同速記録 17頁)

これを聞いて、金子委員は、それは聡査役が不適任であるというような内容の問

題ではなく、三年ぐらいやったら次に交代して貰おうという幣杏役の感触の結果で

はないかとの感触を述べた。

「いまの監査役の感触ですと、監査役がィ、適任で、あるとかなんとかいろのではな

くて、吉年ぐらい監査役をやっていただいて、次に交代していただこうということ

なんでしょうな。内容的な問題ではないんだろうなと思います。J(同速記録 17頁)

「内容的な問題よりは、だれが三年もやヮたんだから、次の人にかわヮてという

よろな処遇の問題が現実の問題としてはんきいんですね。J(同速記録 18買)

しかし版委員は、需主杏役の1:i:期を 8年にすると、結局留任して6年ということに
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なるのではないかと指摘した。

「監査役を三年にしますと、六年ぐらい置くことになります。人間の頭というの

はふしぎなもので、一期が済むと、もう一期置いてやれ、一期という考え方が、一

年でも三年同じになる。そういうことで六年置くことになります。J(同速記録 17

~18 頁)

これに対し、大住委員は、もう

べきであると反論した。

ミてやろうという経団連の考え方は改める

「もう一期置いてやろうという、いままではそうかもしれませんが、その考え方

は改めなければいけないと思いますね。J(同速記録 18頁)

「ぼくは経団連の人はそういう考えを改めなければだめだと思うんですより(同

速記録 18

鈴木小委員長も、いままでのような順送りの人事という頭ではなく、適材適所と

いう考え方で行くべきであるとした 3

「必ずしもいままでみたいな順送りの人事という頭ではないんで、すからね。その

適材でもってきて適所に置いてくるという・・昏。J(同速記録 18

しかし、原委員は、適材適所は全部で、不適材でもいいなどというのはどこにも

ないと、鈴木小委員長の意見に反論した。

「適材適所は全部ですよ。不適材でもよろしいというのは、どこにもありません

より(同速記録 18頁)

しかし、鈴木小委員長は、今までの監盗役の適材というのは何にもしないという

ことではないのかと再反論した。
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「いままでの監査役の適材というのは、おとなしくて何もしないといったような

ものが適材らしいのですが・・・。J 18 

それでも胤委員は、そういうのもあるが、自分は有能なものを置いていると再再

反論した。

「というのもありますが、私は有能なのを置いておりますのJ(同速記録 18頁)

ここまでの鈴木小委員長と原委員のやり取りを聞いて。金子委員は、鈴木小委員

長にいままでの考え方だとそろいろことだったが、今後はどういうふうになるのか

と、この問題についての今後の審議の方針を尋ねた。

「今度は監査役制度が全然変わった4-え方から出発するんですから・・・いま三

年未満が少ないとおっしゃったものですから、いままでの考えhだとそういうこと

だったのですが、今後はどういうふうになりますか。J(同速記録 18-19頁)

これに刻し、鈴木小委員長は、部会でもってそれぞれの問題をやるときに落とさ

ないように報告して、部会委員に考えて貰うポイントとして提供するということに

したいという意山を示した。

「いまおっしゃいましたような問題を議論をした上で試案の修正をすべきかどう

かということまで‘やって、部会へ持っていくということも考えられますけれども、

しかし問題点を持っているのは、ひとり経団述だけではないので、私たちも問題点

は持っているわけなんでございますから、先ほどのよろなことで、いまおっしゃい

ましたような問題は、部会でもってそれぞれの問題をやりますときに落とさないよ

うに報告して、皆さんにお)5-えいただくポイントとして提供するということにさせ

ていただきまして、そういう車、味で、やっていったらどうかと思ヮております。J(同

速記録 19頁)

これを聞いて、金子委員は、鈴木小委員長のいうように取り扱って欲しいと改め
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て要望し退席した。

「お取りトーげ願って審議をしていただけるということで、けっこうでございますか

ら、どうかそういうふうにお取り計らい願います。勝手でございますが、これで失

礼し冶たします。J(同速記録 19

五 中間配当と配当の見込み

そこで、鈴木小委員長は、中間配当試案の第一項と第半項との整合性に疑義を呈

し、第一項に書いてある「見込みがあるときは」というのは、むしろ取って考えて

いったほうが話しとしてわかるのではないかと問題提起をした。

「中間配当の問題を見てまいりますときに、第一項の中で『定款をもって営業年

度の終わりにおいて利益の配当をすることができる確実な見込があるときはJとい

うのは、何か一つの要件のようになっているのですが、要件としてはうしろのほう

とちょっと合わないんですね。つまり利益も配当することができるというのは、要

するに少しでもやればいいんだろうと思うんですけれども、うしろのほうを見る

と、五項あたりにいくと、『配当することができる二分の~j というふうなことで、

大体同額の配当が期末になされること、そういう確実な見込みがなければならない

ということでこれが合わない。

だからこの考え方の一項から推してまいりますと、田中さんのおっしゃるよう

に、資本さえ守ればいいのだというふうな考え方にも見えますし、うしろのほうを

見ると、必ずしも資本だけ守ればいいという意味ではなくて、それ以上の要請が加

わっているような感じがするわけです。

そして先ほどの証券取引所などの考え方は、上がったり、下がったりするという

のではなくて、こうずうっといってもらいたい、あるいはこう上がっていくなら、

上がっていってもらいたいという趣骨のように見えるわけで、そんなものは商法の

知ったことじゃないのだという考え方もあるでしょうし、また、そういうふうな巾

問配当というものを認めるときに、そんな最小限度の要請だけでとどめるのか、あ

るいはもう少しプラス・アルファーの要請を加えるべきものであるかというふうな

ことも問題になってくるような感じがするわけです。
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だから逆に申しますと、一項に書いてある「見込みがあるときは」というのは、

あってもなくても同じ、 }jみたいなものを出しているだけの訴しで、む

しろ取って考えていったほうが、訴しとしてわかるのかもしれない。J(同速記録

19-20頁)

これに刻し、 Jt{委員は、中間配当試案で利主主と積v.金のどちらか少ない額をもっ

てと書かれると、非常に窮周になるので、経常者に自由主兄貴を認めて貰いたいと要

望した。

「実際面で述べさせていただきたいのは、ーヵ年の決算を途中の六ヵ月日に配当

して、一ヵ年決算でいくのだという。しかし途巾で配当もできるとしてあります

が、実際は季節的に上期と下期と違う場合があるんですね。その:意味から与えて、

ほんとうは実際面の利益のとおりいけば、一割配当の場合に一割配当は平均して一

割できるが、初めは八分、その次は一割二分というようなやりんがあってもいいと

私は思うのです。それが尖際にあるんですね。ところがそこに見込が入るのです。

ですからここに利益か、積す。金のどちらか少ない績をもってと書かれると、非常に

窮屈になる。そこに自由裁量を経営者に認めてもらいたい点は、こういう方法をと

るのは、春と秋、あるいは夏と冬とではちょっと情勢が違う。 卜ー下が違っている場

合のものを平均したいというようなことも決算を考えていく大切な要点なのであ

ります。J(同速記録20-21

「もう一つあるのです。一年ごとではないoii年か一三年でも、なるべく安定させ

てくれ、あるときは瓦割配当して、無配当が三年も続くのは困るというものもあり

ます。ーヵ年間の安定もありますけれども、広い意味と狭い意味と両方期間的には

あるのです。J(同速記録21頁)

「だからそこらに融通性を認めてもらわないと、せっかく巾問配列を~t されて

も・. . oJ (同速記録21頁)

これを聞いて、味村幹事は、原委員のこの窓見には安定配当という考え方がある

ことを栴摘した。
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「ただ、いまのところ安定配当というような考え庁が強くて、一割なら一割配当し

たい。ところが k期には八分、下期には一割二分というのは困るから、一年・・・。J

(同速記録21頁)

六 中間配当を認めるべき会社の範囲

ついで鈴木小委員長は、和J主主見込みについて、いろいろな考え方ができると指摘

するとともに、もう一つ大きな問題として中間配当を認めるべき会社の範囲の問題

を提起した。

「いろいろな考え方ができるような・. . 0 J (同速記録21頁)

「もう一つ大きな問題として考えられることは、中間配当というものは会社の大

小その他のものを一切問わないで認められるべきものなのか。それとも何らかの

範囲の制限、たとえば特例会社のようなものに限るとすべきものなのか。実際上の

必要からいえば、特例会社なんだろうと思うのです。あるいは k場会社のようなも

のだと思うんだけれども、理論的にそうだといつだけの根拠があるのかどうか。」

(同速記録22頁)

このことにつき、大住委員は、中間配当は期中監査のある特例会社に限り認める

べきであるとの意見を述べた。

「やはり認めるとすれば、十二の特例会社だけに認めるわけでしょうね。公認会

計上の監査があるわけですからね。害t-査というのは決算にのみ監査しているので

はなくて、中間でもi常査しているのですから、配当見込利援があるかないかという

ことは、やはり三十て条の帳面に記載することは別問題としまして、いわゆる簿外

上における仮決算というのは、必ずやっているものですよ。それは公認会計士の監

企を受けることになるからそこに理論的根拠があると思うのです。特例会社だけ

に認める。特例会社になるのがいやだ、ったら、巾問配当は認めないぞということ

は、政策的にもいいのではないか。五億円以上にしろといったら、五億円以下は特

例会社としてははずしちゃうけれども、中間配当はできないよというギブ・アン

ド・テークの政策的考えを入れてもいいんじゃないでしょうか。J(同速記録22頁)
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しかし、鈴*，J、委員長は、ただ期中監査があることを根拠とすると、大蔵省の厳

るれども、 していない銀れなどは、 は出

来なくなるのではないかと懸念した。

「そのときに期中の監査がれなわれていることを理由にいたしますと、これも

先々の問題になりますけれども、たとえばさっき金子委員がおっしゃったように、

銀行なら銀行は特例会社から除くという形をすると、大蔵省が厳重な幣脊を期末に

行なうといっても、それはだめだということになりそうですね。J(同速記録 22~

23頁)

これに対し、大住委員は、|説法上の聡査がないんだから尚法上の配当は認めない

でいいと割り切り、初めからそのような条件を付けているのであり、それがために

突然に損害を与えるわけでもないとした。

「商法 hの監査がないんだから、商法 kの配当は認めないということでいいん

じゃないですか。J(同速記録23頁)

「別にそれがために突然に狽害を与えるのではないから、中間配当を実施したけ

れば、公認会計士の軟煮を受けなさいという条件をつけているのですから、突然に

条件をつけたらまずいかもしれないけれども、初めから条件をつけて・・・。J(同

速記録23

しかし、鈴木小委員長は、大住委員のような考え方はすっきりしているようであ

るが、それだけしか論加が立たないものかどうか、また法律で要らないというもの

を任意に付けたら、付けたということになるのか等の問題が山てくると疑念を述べ

fこ。

「すっきりしているようでもあるけれども、それだけしか論理が立たないものか

どうかということについては、多少の問題はおそらく出てくるでしょうね。J(同速

記録23頁)

「だけど法律で要らないのだといっているものを任意的につけたら、つけたとい
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うことになるのか。J(同速記録23頁)

この鈴木小委員長の意見に対し、大住委員は、商法で除外するのはおかしい、既

得権であり、特別法か何かで除外するほかないのではないかと反論した。

「商法では除外しないんで‘しょう。除外するとすれば、ほかで除外する。特別法

か何かで・・・。J(同速記録23頁)

「尚i去で除外するのは、それこそ珂由がないと思うのです。銀行はいいんだと

か、免許会社はいいんだということのほうがおかしいと思うんですよ。J(同速記録

23頁)

「当分の聞は既得権ができる。J(同速記録24頁)

「論理はそうですけれども・. . 0 J (同速記録24頁)

これに対し、鈴木小委員長は、特別法でやるのかどうかそれはわからない、商法

施行法か何かで当分の間適用しないと書いたほうが強いのか弱いのか、ここのとこ

ろがわからないと迷いを告内する一方、既得権だということは否定する。そして、

銀行局にイニシアテイブを持たせることが利益なのかということを考えてみる必

要があると改めて疑問を提示した。

「どういうふうになるのか、それはわからんですね。J(同速記録23

「そろも考えられますけれども、だから向こうの法律でもって、たとえば当分の

問除タトするとかなんとかいったようなことであって、こちらのいうことを聞いてく

れるかの問題になるかとと思うけれども、こちらの施行法に書いて、たとえば当分

の問除外するというと、いつでもとれることはとれる。こちらで。だけど向ころに

いってしまったら、それは向ころが変えない限りは変わらないことになるので、ア

タックする UJ能性というものはなくなっちゃうんですから、施行法か何かで内分の

問適用しないと書いたほうが強いのか、弱いのか、ここのところがわからない。」

(同速記録24頁)

「そんなことはないでしょう。当分の聞は既得権でないことは確かです。J(同速

記録24頁)
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「だけど論理はそうなんだから、その論理からいったときに、大蔵省銀行局にそ

れをやめるかやめないか、イニシアチブを持たせることが、一体利益か、利益でな

いかの問題。こっちは筋がすーっているということをいっていることが、一体筋が吹

つのかということも十分考えてみる必要がある。つまり法務省はいままで推測さ

れるところは、大住説なんですけれども、夜、はそれについていま申しトげたような

疑問があることだけは考えてほしいということです。J(同速記録24頁)

この鈴木小委員長の意見に刈し、 、銀行法に特例を設けるとそれは尚

i去の特例になるので、それを改めるには当然法務省との協議ということになり、大

蔵省銀行局だけで決められることではないと指摘した。

「形式はそれほど重要だとは思いませんけれども、たとえば銀行法に特例をおっ

くりになるというなら、商法の特例になるわけですから、当然法務省に協議がある

わけですし、これを改めるということになれば・・・。J(同速記録お5

しかし、鈴木小委員長は、そう簡単に、片っ々はおかしい、片っ々はおかしくな

いという、そんな理論的なものはないと思います。要するに一つの政治的配慮の問

題にすぎない、銀行法で、特例を設けた場合には改めさせろということを法務省の方

からは言うことができないが、尚j去に規定した場合にはそれができることになるの

であり、商法に書く以外ないと反論した。

「改めさせろということをこっちがいいたいときにどうなるか。J(同速記録25

頁)

「だからこっちが持っていれば、改めさせることができるじゃないかといろこと

です。J(同速記録部頁)

「たとえば閉鎖会社のほうはやらないことに実質がなったらどうしますか。特例

1去を持っていけといっても、持ってくるものはない。商法に書く以外にない。だか

らそこのところが、そう簡単に、片っ方はおかしい、片っ方はおかしくないとい

う、そんな理論的なものはないと思います。要するに一つの政治的配慮の問題にす

ぎないと思います。J(同速記録25頁)
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味村幹事も銀行i去に特例を設けた場合には法務省の方からその改正を発議でき

ないことは認める。しかし、同時に味村幹事は、 るものを?行

政官庁がやるというのなら、それをどんなふうにするかという措置をちゃんとつけ

た kでないと特例を設けることには賛成できな、免許業について特例を設けるとい

うのであれば、免許業のそれぞれについて、公認会計士監査を除外する理由がある

か否かということを慎重に検討した上でやるという意見であることを強調した。

「それはいえませんね。J(同速記録25

「私としては当分の間というような妙なことはやりたくないと思っております。

永久にやるならどういう措置ーを講じなければならないか。公認会計上段査にかわ

るものを行政官庁がおやりになるなら、それをどんなふうにするかという、そうい

う措置をちゃんとつけた上でないと特例を設けることには賛成いたしかねる。こ

れは当然のことじゃないかと思っているのでございます。J(同速記録25頁)

「と守っちでやったほうがいし、かどうかという問題は特にないわけでございまし

て、私どもとして免許業について特例を設けるというのであれば、免許業のそれぞ

れについて、一体公認会計士の監査を除外する理由があるかどうかということを慎

重に検討した tでやりたい 3 単に、現在こうなっているから、当分の聞はやめてお

こうという程度では、ちょっとまずいのではないかという感じがしているというこ

とを申し上げたわけです。J(同速記録26頁)

尚法に書かなくてはだめだという鈴木小委員長の意見に対し、大住委員は、証券

取引法でやろうと尚1去でやろうと、どっちで、やってもそれを一方だけで自由に外せ

るというものではないと反論した。

「どっちでやっても同じじゃないですか。銀行を除外するのは、証券取引法で

やっているのですけれども、証券局でもって自由にはずせないでしょう。商法で制

限したから、商法で勝手にはずせるというわけにはいかないでしょう。勝手でなく

ても、現に献券取引法ではそうなんです。証券取引法の省令でもってはずしている

のです。だから理論的には証券局で自由になるはずですけれども、実際はむずかし

いんですね。J(同速記録26頁)
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この意見に対し、鈴木小委員長は、全部やるのが理論的であれしたがって、そ

れにできるだけ近づけるということが必要だと考えているが、ここでもって右か左

かに決めてしまうという考え々がいいのか疑念があるとする。

「私自身は全部やるほうが理論的だという感じがしているのですコだからそれに

できるだけ近づけるということが必要だろうということを考えているわけで、ここ

でもって右か京かにきめてしまろ考え方、ここで捨てたら、永久に捨てるのだとい

う考え方がいいのだろうか、見互いのだろうか疑問を感ずるのです。つまり当分の問

は一切しませんといって永久に捨ててしまうのか。 ぼくは捨てたくないという感

じがするものですからね。J(同速記録26-27頁)

鈴木小委員長の意見を聞いて、味村幹事は、段階的に無理のないところから実施

していくということも実際問題としては与ーえられるが、納得できる哩由がないと困

るとした。

「ぞれは段階的に無理のないところから尖施していくということも、実際問題と

しては考えられることだと思います。ただ、当面さしあたって公認会計士監査にか

かわるものにどんなものがあるかということを考えて、納得のできるような現由が

ないと困るという感じがしているわけでございまして、個々の業種ごとに説明を

承って、行政官庁はこんなふうなことをやっているのだということで、それなら安

心だということでございませんと、ちょっとむずかしいのではないかという感じは

持っているわけです。J(同速記録27頁)

このような議論を経て、鈴木小委員長は、巾間配、'iを閉鎖会社に認めてやる必要

は無く、期巾監資をしている特例会社に限り認めるべきであるという大イギー委員の意

見が妥当であると大住説を支持した。

「巾問配当も実際問題とすると、閉鎖会社のよろなものだったら、あえて巾問配

当を認めてやる必要もないし、逆にいえば、一年に二度やりたければ、総会を開け

ば何でもないのですから、総会を聞いたらいいじゃないか。別に公認会計士の聡脊
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があるわけでもないんだから、そうむずかしいことでもないだろう。

そこでは中 などを?やっていろいろな制約を施してみたところで、操作は非

常に容易になってくる。あとの期末の決算すら、確実で、ないといったらおこられる

かもしれませんけれども、特例会社ほど確実でもないということになると、やはり

認めることのほうが弊害が多いのではないかということを考えると、やはり理論的

には完全に一致するかどうか知りませんけれども、大住委員の考えておられるよう

な方向が妥当なような感じがいたしますね。田中委員は・・・ J(周速記録 27~28

他方田中委員は、そうした場合、 1億円以上の公開会社でないところから不満が

起こるということはないかと懸念した。

「私はそういうふうなことを申したので、大蔵省のほうの意向もあったかもしれ

ません。しかし、もしそうならば、それでけっこうだと思うのですが、

るのは、要するにいまの一億円以トーの公開会社で、ないところから不満が起こるとい

うことはないでしょうか。公認会計士を要件とするとすれば、厳重な監査を待って

初めてわなえる 3 これは正当だといろようなことがはっきりいえればよろしいの

ですが、大体資本金を前から最低限度きめろという要求が強いのに、法務省はちゅ

うちょしておられる。そういう立場からいうと、この点でそっちのほうからえらい

苦情が起こるとか、立法の障害が起こるというようなことはないものでしょうか。

実際上の懸念だけで、す。J(同速記録28頁)

味村幹事も、中間配当を中小会社に認めないことに国会の納得が得られるかにつ

き、懸念を示した。

「その点在、どもとしても懸念しているところでございまして、国会方面からも大

小分けろという議論は強いわけでございまして、かといって中小企業を全部有限会

社に追い込めという意見はないわけでございます。中小企業だけ不利益な体制と

いうか、大会社だけ利益な体制というのは、なかなかむずかしい面がありゃしない

か。これはやってみなければわからないことでございますけれども、中間配当とい
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うと会社にとって利益がある。結局は株i'が得をするわけでございますけれども、

会社にとって有利なことなんだから、なぜこれ合中小企業には認めないのだとうこ

とが、かなり議論になる可能性があると思いますので、その際公認会計士が決算を

監査していなければ無理であるというと大体決算というのは怪しいものでござい

ますということを存命面切っていうことになるのでこれもまたむずかしい。一億円

以下の会社ならば、公認会計士をあえて使わなくたって十分な聡賓ができるはずで

すというしかないわけで、そうなりますとなかなかむづかしいという感じを受けて

いるわけでございます。J(同速記録 28~29

また、鈴木小委員長も国会での審議の困難さにつき懸念を示した。

「国会議員に対するいい方だから、正面切っていうわけにはいかないが、そんな

監査を確実なものにしたいというなら公認会計上をやはりどの会社にも全部つけ

ざるを得ないのだけれども、それではあまりに残酷な感じがするから、認めてない

んだということで、それがこれだけ監査を置いたから安全なんだという保障をして

いるわけではないんですね。現にそれほどまで要求されるなら、公認会計士を全部

つけざるを得ないのだという議論しかでいない。 にそういったら、けんか

になるかもしれぬけれども・・・。J(同速記録29頁)

また、田中委員は、聡査を強制されていない会社でも任意で聡査をした場合には

中間配よ~を認めても良いとやや折衷的な意見を提示する一方、その場合には幣杏役

需主査だけでなく、公認会計上取査を必要とすることを入れるべきではないか、継続

聡賓の建前からすれば巾間配当につき公認会計上瞥ー査を要求することもそれほど

おかしくないのではないかと補足した。

「強制的に要求する会社ばかりでなく、任意的につければ認めてやるということ

であれば、公認会計士によって監盗している会社には、すべて巾問配?与を認める。

それでいいかとも思うんですが、ただその場合には、第十二の二項の場合に、やは

り公認会計士の承認を要するというようなことを入れる必要が起こるんじゃない

でしょうか。需主杏役の同意だけでいいかどうか。J(同速記録29頁)
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「ずっと継続してやるというお話ですから、決算でおもに公認会計士が役割りを

わけでしょうが、継続して監査するというたでまえにすれば、中間配当につい

てその承認が要るんだということも、そろおかしくないと思うんだけれども・・・。」

(同速記録30頁)

これに対し、鈴木小委員長は、期末の会計監査は公認会計士にさせ、期中は監査

役にさせるというのは変だとし、公認会計士の今後の職務のあり方についての大蔵

省の考え方の唆昧さを指摘した。

「この問題になりますと私も非常に疑問になってくるのは、期末の会計の監査と

いうのは公認会百十上にさせる、期中は駐査役にさせるということは、へんてこりん

なことですね。J(同速記録29-30頁)

「それについては公認会計士の今後の職務のあり方みたいなものなんですけれど

も、必ずしもそういうふうにきちんと考えているわけで、もなさそうですね。大蔵省

の考えん-は。J(同速記録30頁)

七 中間配当と監査役の同意

これらの議論を闇いて、矢沢委員は、中間配当ができる会社を制限したほうがい

いとの考えを明示した上、公認会計士の厳格な駐査に応じて特典を与えるというこ

とにはそれ桂民対はないのではないか、また中間配当の必要があるのは公開公社だ

けなので中間配当を公開会社に限定することの説明は難しくないと補足した。一

方公認会言十上は期中にも事実上監査をしているとの認識から、制度的に中間配当に

監査役の同意を求めることの可否につき疑義を提起した。

「私も制限したほうがいいと思いますが、片っ方で公認会計士の厳格な監食があ

るから、それに応じて特典を与えるというのは、そんなに反対はないんじゃないか。

もう一つは、巾問配当をしようという企業は、結局において公開会社だけです

ね。実際は一年決算が多いんですから、したがってなぜ公開会社に中間配当を要求

するかということは、取引所の施策とか、株価の関係がある。したがって需要もな

いし、また、不利益の反面の利益ですから、説明はむずかしくないと思います。
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それから中間の監査は、これは取引所はちょっとはっきりしませんけれども、期

末には必ず公認会計士が監査意見を出すとすれば、もし期中にいいかげんなことを

やっていたら必ず期末にやられますから。必ずしも期中に公認会計士の意見を聞

かなければならないということも出てこないような気もするんです。事実トは聞

いておかないと、期末になって困ってしまいますから、制度的に。そうなってくる

と除夜役の意見を聞くこと自体が問題になってくるので、再主杏役の同意ということ

がいいのかどうか。需主杏役に見せることは許否しませんけれども、その辺が一つ問

題になる。J(同速記録 30~31

これに対し、鈴木小委員長は、需主杏役の同意ということではなく、取締役会に山

町した聡査役の意見を無視した取締役の責任というレベルで止めた方が良いのか

も知れないとする一方、監査役の同意という形にもっていきながら期末には公認会

計上にまかせるというのは論理が合わないと重ねて大蔵省の与え方を批判した。

「何か取締役会に提出して決議をしなければならぬということになると、取締役

会に出ている以 hは意見を述べることができる。意見を述べたにもにもかかわら

ず平気な瀕をしてやれば、取締役の責任は過失がないかとかいうことをいえなくな

る可能性が多いというふうなところでとめたほうがいいのか。

しかし、幣脊役の全員の同意というふうな形に持っていって、そのときには公認

会計上にかわるようにじきじきの聡奈をしなくちゃ乾査役はほんとうはやれない

だろうと思うのです。それが期中にはやっていながら、期末にはやらない、公認会

計上にまかせばいいというのも、論調が合わないような感じがするのです。J(同速

記録 30~31 頁)

しかし、出巾委員は、巾間配当については、地位の独立性を有する監査役に一応

責任のある発言をして貰う必要があるのであり、監当証役の同意ということは置いて

おいた方が良いとした。

「公認会計士は決算の監査がおもだということなら、二項からはずすことはいい

かもしれないけれども、需主賓役全員の同;蛍ということは、全員でなくとも、過半数
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かもしれないけれども、監査役に一応責任のある発言をしてもらう必要はあるん

じゃないで、しょうかね。

どうも取締役会だけでやるということについて、取締役の中に監査役のようなも

のを別に設けるという案が最初にあったわけですが、それをやめて、監査役という

ものを設けてやるということにした関係で、どうしでもやはり取締役会以外の独ll.

の地位を持っている人が、それにほんとうに期末のような監査をしないで、も、一応

の意見、たとえば三項にあるような要件を満たしておるというようなことについて

意見を述べることは、これはごく形式的なことだから、後段は別として、前の任意

準備金の額の以内であるというようなことについて述べることは、そんなに苦労

じゃないと思ろので、やはり敢杏役の同意ということは青ーいたほうがいいのではな

いかと思いますがね。今度の改正のたてまえそのものからもやはりそうじ守ない

かと思いますがね。J(同速記録31頁)

矢沢委員も、監査役は意見を述べなければいけないだろうとした。

「これはおそらくだまっていても意見は述べなければいけないでしょうね。J(同

速記録32

これに刻し、田中委員は、それは同意の要件として必要だと説明した。

「それは同意の要件にかけるという。要件としてですね。J(同速記録32頁)

この監査役の同意を必要とする田中委員の意見に対し、鈴木小委員長は、会計に

ついて細かいことまでは知らない監査役に公認会計上に代わるような監査をしろ

といっても、それはできないのではと疑問を提起した。

「私もよくわからないのですが、特例会社のような場合の監貸役というものは、

一体どういう人がなるのかといったようなことを見ます場合に、むしろ会計につい

てはこまかいことは知らぬのかもしれない。しかし、それは会計監査人にやっても

らうのだから、大綱においてわかればいいのだ、あとは業務監査ができるような人、
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ある一種の識見を持っている人を並べておくのだというふうな)I:Sになりますと、そ

の人に監査脅しろということは、何も尖際できないということで、すね。

にかわるような監査をしろといったって、できないということかもしれない。

そして田中委員がさっきおっしゃったような前段のあれだったら、これはだれが

見でも法律違反だということはわかるんですからねoJ(同速記録 32~33
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